
規

則

告

示

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
四
年
三
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
五
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
四
十
八
年
福
島
県
規
則
第
八
十
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
111
の
項
中｢46｣

を｢45｣

に
改
め
、
同
表
113
の
項
及
び
114
の
項
中｢47｣

を｢46｣

に

改
め
、
同
表
115
の
項
及
び
116
の
項
中｢48｣

を｢47｣

に
改
め
、
同
表
117
の
項
中｢49｣

を｢47｣

に

改
め
、
同
表
118
の
項
か
ら
120
の
項
ま
で
の
規
定
中｢49｣

を｢48｣

に
改
め
、
同
表
121
の
項
か
ら
124
の

項
ま
で
の
規
定
中

｢50｣

を

｢49｣

に
改
め
、
同
表
125
の
項
か
ら
128
の
項
ま
で
の
規
定
中

｢51｣

を

｢50｣

に
改
め
、
同
表
129
の
項
か
ら
132
の
項
ま
で
の
規
定
中｢52｣

を｢51｣

に
改
め
、
同
表
133
の
項

中｢53｣

を｢52｣

に
改
め
、
同
表
143
の
項
中｢105｣

を｢106｣

に
改
め
、
同
表
145
の
項
及
び
146
の

項
中｢106｣

を｢107｣

に
改
め
、
同
表
147
の
項
及
び
148
の
項
中｢107｣

を｢108｣

に
改
め
、
同
表

149
の
項
中｢107｣

を｢109｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

人

事

課)

福
島
県
告
示
第
九
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
四
年
三

月
二
日
か
ら
同
年
七
月
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
商
工
観
光
部
商
工
労
政

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

片
倉
フ
ィ
ラ
チ
ャ
ー

福
島
県
い
わ
き
市
平
字
三
倉
六
十
八
番
地
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
の
住
所

(

変
更
前)

東
京
都
中
央
区
京
橋
三
丁
目
一
番
二
号

(

変
更
後)

東
京
都
中
央
区
明
石
町
六
番
四
号

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十
月
十
七
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二
月
十
三
日

五

届
出
を
し
た
者

片
倉
工
業
株
式
会
社

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
九
十
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間

等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

六
一

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

六
一

○
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を

命
ず
る
件
九
件

六
一

○
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ
い
て
免
許
の
出

願
が
あ
っ
た
件

六
四

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件
二
件

六
五

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

六
六

福
島
県
人
事
委
員
会

○
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六
六

正

誤

○
平
成
十
年
十
一
月
十
日
付
け
号
外
第
八

十
号
中

六
七

○
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
一
日
付
け
定

例
第
二
千
三
百
六
十
一
号
中

六
七



平
成
二
十
四
年
三
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

実
施
の
目
的

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
及
び
ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

１

福
島
市(

飯
野
町
の
区
域
に
限
る
。)

二
本
松
市(

油
井
、
智
恵
子
の
森
一
丁
目
、
智
恵
子
の

森
二
丁
目
、
智
恵
子
の
森
三
丁
目
、
智
恵
子
の
森
四
丁
目
、
智
恵
子
の
森
五
丁
目
、
米
沢
、
渋
川
、

上
川
崎
、
小
沢
、
下
川
崎
、
吉
倉
、
小
浜
、
成
田
、
上
太
田
、
西
勝
田
、
上
長
折
、
下
長
折
、
杉

沢
、
田
沢
、
百
目
木
、
長
折
、
西
新
殿
、
初
森
、
東
新
殿
、
茂
原
、
太
田
、
木
幡
、
戸
沢
及
び
針

道
の
区
域
に
限
る
。)
、
伊
達
市(

霊
山
町
の
区
域
を
除
く
。)

、
本
宮
市(

稲
沢
、
白
岩
、
長

屋
、
糠
沢
、
松
沢
及
び
和
田
の
区
域
に
限
る
。)

、
国
見
町
、
桑
折
町
、
郡
山
市(

熱
海
町
及
び

中
田
町
の
区
域
に
限
る
。)
、
須
賀
川
市
、
鏡
石
町
、
白
河
市(

東
形
見
、
東
蕪
内
、
東
釜
子
、

東
上
野
出
島
、
東
工
業
団
地
、
東
下
野
出
島
、
東
千
田
、
東
栃
本
及
び
東
仁
井
田
の
区
域
に
限
る
。)

、

泉
崎
村
、
矢
祭
町
、
塙
町
、
鮫
川
村
、
喜
多
方
市(

塩
川
町
の
区
域
に
限
る
。)

、
三
島
町
、
会

津
美
里
町(

荻
窪
の
区
域
に
限
る
。)
、
相
馬
市(

玉
野
及
び
東
玉
野
以
外
の
区
域
に
限
る
。)

、

南
相
馬
市(

鹿
島
区
の
区
域
に
限
る
。)
、
及
び
い
わ
き
市(

平
、
内
郷
高
野
町
、
好
間
町
、
三

和
町
及
び
高
倉
町
の
区
域
に
限
る
。)

の
各
区
域

２

所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
区
域

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

二
の
区
域
内
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
生
後
一
歳
以
上
の
牛
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

１

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛

２

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

３

１
又
は
２
の
牛
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛

４

所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
牛

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号)

別
表
第
一
に
定
め
る

方
法

(

畜

産

課)

福
島
県
告
示
第
九
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

実
施
の
目
的

馬
伝
染
性
貧
血
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

生
後
百
八
十
日
以
上
の
馬
で
あ
っ
て
、
過
去
一
年
の
間
に
一
の
目
的
に
係
る
検
査
を
受
け
て
い
な

い
も
の
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

１

家
畜
市
場
に
出
場
す
る
軽
種
馬

２

県
外
に
移
出
す
る
馬

３

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
馬

４

放
牧
し
て
い
る
馬
又
は
放
牧
し
よ
う
と
す
る
馬

５

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
馬

６

競
馬
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

の
規
定
に
よ
る
競
馬
に
出
場
す
る
馬

７

所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
馬

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号)

別
表
第
一
に
定
め
る

方
法

(

畜

産

課)

福
島
県
告
示
第
九
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

実
施
の
目
的

馬
伝
染
性
子
宮
炎
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

１

交
配
の
た
め
県
外
に
移
出
す
る
馬

２

所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
馬

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

臨
床
検
査
及
び
細
菌
検
査

(

畜

産

課)
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福
島
県
告
示
第
九
十
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

実
施
の
目
的

鶏
の
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症(

サ
ル
モ
ネ
ラ
・
プ
ロ
ー
ラ
ム
に
よ
る
も
の
に
限
る
。)

の
発

生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

種
鶏
及
び
種
鶏
候
補
鶏

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

急
速
凝
集
反
応
法

(

畜

産

課)

福
島
県
告
示
第
九
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

実
施
の
目
的

蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

蜜
蜂

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

肉
眼
的
検
査
及
び
細
菌
学
的
検
査

(

畜

産

課)

福
島
県
告
示
第
九
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

実
施
の
目
的

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行
熱
の
発

生
の
予
察

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

越
夏
し
て
い
な
い
一
の
監
視
伝
染
病
の
ワ
ク
チ
ン
未
接
種
の
牛
で
あ
っ
て
、
地
理
的
条
件
及
び
自

然
条
件
を
考
慮
し
て
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
し
た
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査(

中
和
試
験
及
び
ゲ
ル
内
沈
降
反
応)

(

畜

産

課)

福
島
県
告
示
第
九
十
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

実
施
の
目
的

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
の
予
察

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
又
は
七
面
鳥(

以
下｢

家
き
ん｣

と

い
う
。)

を
百
羽
以
上(

だ
ち
ょ
う
に
あ
っ
て
は
、
十
羽
以
上)

飼
養
し
て
い
る
箇
所
で
あ
っ
て
、

福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
し
た
箇
所
に
お
い
て
飼
養
さ
れ
て
い
る
家
き
ん
の
う
ち
任
意
の

十
羽
以
上

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

血
清
学
的
検
査(
鶏
を
検
査
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
エ
ラ
イ
ザ
法(

当
該
検
査
で
陽
性
が
確
認
さ

れ
た
と
き
は
、
同
一
血
清
に
つ
い
て
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応)

、
鶏
以
外
の
家
き
ん
を
検
査
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応)
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(

畜

産

課)

福
島
県
告
示
第
百
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

実
施
の
目
的

豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
発
生
の
予
察

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

繁
殖
の
用
に
供
し
、
若
し
く
は
供
す
る
目
的
で
飼
養
し
て
い
る
豚
又
は
肥
育
の
用
に
供
し
、
若
し

く
は
供
す
る
目
的
で
飼
養
し
て
い
る
豚
で
あ
っ
て
、
地
理
的
条
件
を
考
慮
し
て
福
島
県
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
し
た
箇
所
に
お
い
て
飼
養
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
任
意
の
十
四
頭
以
上(

十
四
頭

に
満
た
な
い
場
合
は
、
全
頭)

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

既
知
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
抗
体
陽
性
農
場
に
あ
っ
て
は
抗
体
識
別
酵
素
免
疫
測
定
法
、
こ
れ
以
外

の
農
場
に
あ
っ
て
は
ラ
テ
ッ
ク
ス
凝
集
反
応
、
酵
素
免
疫
測
定
法
又
は
中
和
試
験(

畜

産

課)

福
島
県
告
示
第
百
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
死
体
の
所
有
者
は
家
畜
の
死
体
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命

ず
る
。平

成
二
十
四
年
三
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

実
施
の
目
的

牛
海
綿
状
脳
症
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
係
る
牛
の
死
体(

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
農
林
水
産

省
令
第
五
十
八
号)

第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
牛
の
死
体
を
除
く
。)

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号)

別
表
第
一
伝
達
性
海

綿
状
脳
症
の
項
に
定
め
る
方
法

(

畜

産

課)

福
島
県
告
示
第
百
二
号

公
有
水
面
埋
立
法(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋

立
て
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
。
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の

出
願
に
係
る
関
係
書
類
を
福
島
県
土
木
部
土
木
総
室
土
木
総
務
課
用
地
室
、
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所

及
び
大
熊
町
企
画
調
整
課
に
備
え
置
い
て
平
成
二
十
四
年
三
月
二
日
か
ら
三
週
間
縦
覧
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

出
願
者
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
番
三
号

東
京
電
力
株
式
会
社

東
京
都
大
田
区
東
雪
谷
五
丁
目
三
十
一
番
一
号

取
締
役
社
長

西
澤

俊
夫

二

出
願
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二
月
七
日

三

埋
立
区
域
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積

１

位
置

双
葉
郡
大
熊
町
大
字
夫
沢
字
北
原
二
十
三
及
び
二
十
五
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
並
び
に
一
│
一
〇
地
点
と
一
│
一
地
点
を
結
ぶ
昭
和
四
十
六

年
二
月
十
八
日
付
け
福
島
県
指
令
監
第
百
号
及
び
昭
和
四
十
七
年
九
月
十
一
日
付
け
福
島
県
指
令

監
第
四
百
二
十
七
号
で
竣
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域
一
│
一
の
地
点

夫
沢
二
等
三
角
点(

北
緯
三
七
度
二
四
分
四
九
・
九
六
六
二
八
秒
、
東
経
一

四
〇
度
〇
〇
分
一
八
・
九
八
一
六
七
秒)

か
ら
六
五
度
四
四
分
三
七
秒
二
八

四
七
・
一
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
│
二
の
地
点

一
│
一
の
地
点
か
ら
九
〇
度
〇
分
〇
秒
六
〇
・
〇
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
│
三
の
地
点

一
│
二
の
地
点
か
ら
一
七
八
度
四
分
二
五
秒
九
八
・
〇
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
│
四
の
地
点

一
│
三
の
地
点
か
ら
一
七
八
度
五
二
分
五
一
秒
二
四
七
・
〇
四
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

一
│
五
の
地
点

一
│
四
の
地
点
か
ら
一
八
一
度
一
九
分
一
秒
九
八
・
六
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
│
六
の
地
点

一
│
五
の
地
点
か
ら
一
七
九
度
二
九
分
一
八
秒
二
・
七
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
│
七
の
地
点

一
│
六
の
地
点
か
ら
一
〇
四
度
五
三
分
二
五
秒
九
・
六
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
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公

告

点

一
│
八
の
地
点

一
│
七
の
地
点
か
ら
一
七
九
度
二
九
分
一
八
秒
六
七
・
六
一
七
メ
ー
ト
ル
の

地
点

一
│
九
の
地
点

一
│
八
の
地
点
か
ら
二
四
二
度
四
六
分
五
秒
一
四
二
・
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

一
│
十
の
地
点

一
│
九
の
地
点
か
ら
二
七
〇
度
〇
分
〇
秒
二
二
・
一
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

九
千
八
百
七
十
・
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積

１

位
置

双
葉
郡
大
熊
町
大
字
夫
沢
字
北
原
二
十
三
及
び
二
十
五
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
一
七
の
地
点
と
一
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
区
域

一
の
地
点

夫
沢
二
等
三
角
点(
北
緯
三
七
度
二
四
分
四
九
・
九
六
六
二
八
秒
、
東
経
一
四
〇

度
〇
〇
分
一
八
・
九
八
一
六
七
秒)

か
ら
六
二
度
一
分
二
七
秒
二
八
五
八
・
七
〇
一

メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
の
地
点

一
の
地
点
か
ら
九
〇
度
〇
分
〇
秒
二
七
三
・
五
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
の
地
点

二
の
地
点
か
ら
一
三
〇
度
〇
分
〇
秒
四
一
三
・
一
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
の
地
点

三
の
地
点
か
ら
一
八
〇
度
〇
分
〇
秒
一
三
四
・
三
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
の
地
点

四
の
地
点
か
ら
二
三
四
度
一
〇
分
一
〇
秒
四
二
〇
・
八
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
の
地
点

五
の
地
点
か
ら
二
三
七
度
五
〇
分
一
秒
九
九
・
三
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
の
地
点

六
の
地
点
か
ら
二
四
二
度
四
四
分
三
六
秒
九
五
・
七
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
の
地
点

七
の
地
点
か
ら
三
三
三
度
三
九
分
二
六
秒
一
・
三
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
の
地
点

八
の
地
点
か
ら
二
四
二
度
四
六
分
五
秒
五
九
・
八
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
の
地
点

九
の
地
点
か
ら
二
七
〇
度
〇
分
〇
秒
七
五
・
八
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
の
地
点

一
〇
の
地
点
か
ら
〇
度
〇
分
〇
秒
七
一
・
四
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
の
地
点

一
一
の
地
点
か
ら
九
〇
度
〇
分
〇
秒
五
六
・
四
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
の
地
点

一
二
の
地
点
か
ら
四
五
度
八
分
五
〇
秒
二
六
・
三
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
四
の
地
点

一
三
の
地
点
か
ら
〇
度
〇
分
〇
秒
三
七
・
四
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五
の
地
点

一
四
の
地
点
か
ら
九
〇
度
三
分
三
二
秒
七
一
・
〇
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六
の
地
点

一
五
の
地
点
か
ら
三
五
八
度
四
四
分
五
一
秒
四
三
八
・
七
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
七
の
地
点

一
六
の
地
点
か
ら
二
七
〇
度
〇
分
〇
秒
八
六
・
四
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

二
十
七
万
七
千
百
九
十
一
・
二
七
平
方
メ
ー
ト
ル

五

埋
立
地
の
用
途

地
下
水
排
水
施
設
用
地

(

土
木
総
務
課
用
地
室)

公
告
第
三
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
二
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ジ
ャ
パ
ン
ボ
デ
ィ
ケ
ア
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

関
根

ミ
サ
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
大
槻
町
小
山
田
前
十
二
番
地

市
営
住
宅
一
│
四
│
十
四
│
三
十
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
加
速
す
る
ス
ト
レ
ス
社
会
に
お
い
て
心
身
の
健
康
を
維
持
・
増
進
す
る
た
め
の
啓

蒙
活
動
及
び
技
術
向
上
に
よ
る
人
材
育
成
を
行
い
、
心
身
の
ケ
ア
を
行
う
機
会
を
よ
り
多
く
提
供
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
育
成
し
た
人
材
の
サ
ポ
ー
ト
も
行
う
こ
と
で
創
業
や
雇
用
拡
大
の

促
進
も
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
三
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
三
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
奥
会
津
自
然
案
内
伝
承
人
会

三

代
表
者
の
氏
名

長
内

覚

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
南
会
津
郡
南
会
津
町
針
生
字
昼
滝
山
八
百
五
十
七
番
地
四
十
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
南
会
津
周
辺
を
訪
れ
る
自
然
・
歴
史
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
等
の
体
験
及
び

学
習
す
る
者
に
対
し
て
、
自
然
・
歴
史
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
等
と
人
間
と
の
共
生
に
関
す
る
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福
島
県
人
事
委
員
会

事
業
を
行
い
、
こ
の
地
域
の
持
つ
自
然
・
歴
史
・
文
化
等
に
関
わ
る
資
源
の
保
全
に
寄
与
す
る
こ
と

と
と
も
に
、
こ
の
地
域
を
訪
れ
る
人
々
に
そ
の
資
源
を
有
効
的
に
体
験
及
び
学
習
す
る
機
会
を
推
進

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
三
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
三
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
ク
シ
マ
未
来
戦
略
研
究
所

三

代
表
者
の
氏
名

星

亮
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
中
町
十
一
番
地
五
号

や
ま
の
い
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
六
〇
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
文
化
活
動
を
通
し
て
小
説
、
詩
、
短
歌
、
俳
句
、
美
術
、
音

楽
、
な
ど
文
芸
、
芸
術
の
振
興
及
び
参
画
す
る
人
々
の
文
化
度
の
向
上
促
進
を
目
指
し
、
地
域
社
会

の
文
芸
、
芸
術
精
神
活
動
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

大
須
賀

美
智
子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
四
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中｢

公
益
財
団
法
人
福
島
県
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー｣

を｢

公
益
財
団
法
人
福
島
県
産
業
振

公
益
財
団
法
人
福
島
県
国
際
交

｢

財
団
法
人
ふ
く
し
ま
海
洋
科
学
館(

平
成
十
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
ふ
く
し

興
セ
ン
タ
ー

に
、

い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

流
協
会

｣

財
団
法
人
福
島
県
き
の
こ
振
興
セ
ン
タ
ー(

平
成
四
年
十
一
月
十
六
日
に
財
団

こ
振
興
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

ま
海
洋
学
習
館
と

を｢

財
団
法
人
ふ
く
し
ま
海
洋
科
学
館(

平
成
十
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
ふ
く

法
人
福
島
県
き
の

い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

｣
｢

財
団
法
人
福
島
県
原
子
力
広
報
協
会(

昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
に
財

し
ま
海
洋
学
習
館
と

報
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

｣

に
、

財
団
法
人
ふ
く
し
ま
市
町
村
建
設
支
援
機
構(

昭
和
五
十
三
年
四
月
一

設
技
術
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

団
法
人
福
島
県
原
子
力
広

｢

財
団
法
人
福
島
県
原
子
力
広
報
協
会(

昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
に

日
に
財
団
法
人
福
島
県
建

を

報
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

｣
｢

財
団
法
人
福
島
県
国
際
交
流
協
会(

昭
和
六
十
三
年
十
一
月
一

財
団
法
人
福
島
県
原
子
力
広

協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

｣

に
、

財
団
法
人
福
島
県
栽
培
漁
業
協
会(

昭
和
五
十
五
年
一
月
二
十

業
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

日
に
財
団
法
人
福
島
県
国
際
交
流

｢

財
団
法
人
福
島
県
栽
培
漁
業
協
会(

昭
和
五
十
五
年
一
月
二

三
日
に
財
団
法
人
福
島
県
栽
培
漁

を

業
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

｣

十
三
日
に
財
団
法
人
福
島
県
栽
培
漁

｢

財
団
法
人
福
島
県
観
光
物
産
交
流
協
会(

昭
和
六
十
三

｣

に
、

と
産
業
お
こ
し
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た

｢

財
団
法
人
福
島
県
観
光
物
産
交
流
協
会(

昭
和
六
十

年
六
月
一
日
に
財
団
法
人
福
島
県
ふ
る
さ

を

と
産
業
お
こ
し
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ

法
人
を
い
う
。)

｣

財
団
法
人
福
島
県
文
化
振
興
事
業
団(

昭
和
四
十
五

タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

三
年
六
月
一
日
に
財
団
法
人
福
島
県
ふ
る
さ

た
法
人
を
い
う
。)

に
改
め
る
。

年
八
月
一
日
に
財
団
法
人
福
島
県
文
化
セ
ン｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
改
正
規
定(

財
団
法
人
福
島
県

き
の
こ
振
興
セ
ン
タ
ー(

平
成
四
年
十
一
月
十
六
日
に
財
団
法
人
福
島
県
き
の
こ
振
興
セ
ン
タ
ー
と
い

う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

及
び
財
団
法
人
ふ
く
し
ま
市
町
村
建
設
支
援
機
構(

昭
和
五

十
三
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
福
島
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い

う
。)

に
係
る
部
分
に
限
る
。)

は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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